
ホームページ広告取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、一般社団法人延岡観光協会（以下「協会」という。）のホームペ

ージ（以下「ホームページ」という。）に対する広告物の掲載（以下「広告掲載」と

いう。）に係る事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、「広告」とは、ホームページ内に表示するバナー広告で、

広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。 

 

（広告掲載の位置等） 

第３条 ホームページの中の広告掲載の位置、枠数等はホームページの目的を妨げない

限度において、協会が定めるものとする。 

 

（広告掲載の優先順位） 

第４条 広告掲載希望者が、前条により協会が定めた枠数を超えるときは、掲載希望月

数の多いものや地域性等を考慮して決定することができる。 

２ 前項の規定によっても、広告掲載希望者が前条により協会が定めた枠数を超えると

きは、抽選により決定することができる。 

 

（広告物の制作及び経費負担） 

第５条 広告物の原稿データは、広告主が経費を負担するものとし、広告主又は広告取

扱業者は、協会の指定する仕様に従って制作し、協会に提出するものとする。 

 

（広告の掲載期間） 

第６条 広告掲載の期間（以下「掲載期間」という。）は、Ａ枠は１ヶ月単位とし、Ｂ

枠は１ヶ月、６ヶ月、１年を単位とする。 

２ 広告掲載を開始する日（以下「広告掲載開始日」という。）は、原則として当該広

告を掲載する月の初日とする。 

３ 広告掲載を終了する日（以下「広告掲載終了日」という。）は、原則として当該広

告を掲載する月の末日とする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が土曜日、日曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に基づく休日又は１２月２９日

から翌年の１月３日までの日に当たる場合は、協会が別に定める。 

 

（広告の募集） 



  

第７条 広告の募集は、協会が行うものとする。 

 

（広告掲載の申込み） 

第８条 広告主は、あらかじめ延岡観光協会ホームページ広告掲載申込書に掲載しよう

とする広告の原稿等を添付して、協会に申し込むものとする。 

２ 広告掲載の申し込みは原則として、広告主の希望する掲載開始日の２ヶ月前までに

必要書類を揃えて申し込むこととする。 

 

（広告掲載の承諾） 

第９条 協会は、前条の申込書の提出を受けたときは、速やかに広告掲載に係る承諾の

可否を決定するため、審査を行うものとする。 

２ 協会は、前項の審査の結果、適当と認める場合には、ホームページへの広告掲載に

ついて承認するものとし、その結果を、広告掲載の申込みをした者に通知するものと

する。 

３ 協会は、前項の広告掲載に係る承諾をした後の事情変更等により、広告物の内容、

デザイン等（以下「広告物の内容等」という。）が第２条に規定する基準に抵触し、

又はそのおそれがあると認めるときは、広告主に対し広告物の内容等の変更を求める

ことができる。 

 

（広告掲載後の変更） 

第１０条 広告主は、広告掲載後において広告内容を変更しようとするときは、あらか

じめ協会に届け出るものとする。 

２ 協会は、前項の規定による届出を受けたときは、前条第 1項を準用する。審査の結

果、適当と認める場合には、その結果を広告主に通知するものとする。 

 

（広告掲載後の取下げ） 

第１１条 広告主は、広告掲載を取下げるときは、１ヶ月以上前に協会に届け出るもの

とする。 

２ 前項の場合において、既に納入された広告主との契約金額（以下「契約金額」とい

う。）は、返還しない。 

 

（広告掲載料） 

第１２条 広告の掲載料（以下「広告掲載料」という。）は、協会が定める。 

２ 広告主は、別紙「バナー広告掲載について」に従い、協会に広告掲載料を支払うも

のとする。 

 

（契約金額の返還） 



  

第１３条 広告主の責めに帰すことができない事由により広告掲載を中止し、または広

告掲載に係る契約を解除したときは、掲載しなかった日数に応じて、契約金額に基づ

き、日割り計算により算出した金額を返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった

期間が１ヶ月単位につき１日未満の場合は、契約金額は返還しないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる理由により、ホームページの運営を一時停止

した場合は、契約金額は返還しないものとする。 

（１） 機器等の保守又は工事を行う場合 

（２） 天災、その他の非常事態が発生した場合 

３ 前２項の規定により返還する場合には、利子を付さないものとする。 

 

（委任） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附則 

この要領は、平成 27年 8月  日から施行する。 



  

      ホームページ広告掲載申込書 

年   月   日 

一般社団法人延岡観光協会 

代表理事  谷平 興二 様 

 

延岡観光協会ホームページへの広告掲載を下記の通り申し込みます。 

 

広

告

掲

載

申

請

者 

所 在 地 
〒 

名 称
フ リ ガ ナ

                        □印  

代 表 者 氏 名
フ リ ガ ナ

  

業 種  

担

当

者 

部署・氏名
フリガナ

  

電話番号  ＦＡＸ  

Ｅメール  

 

申 込 み 枠 A 枠  ・  B枠 

掲載希望期間       年   月 から     年  月まで（   カ月） 

広 告 内 容 

 

 

 

 

【リンクURL】http://                       

【altテキスト】                          

そ の 他 
申し込みに当たっては、ホームページ広告取扱要領に同意し、その内

容を遵守します。 


